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株式等の振替に関する業務規程施行規則の一部改正について 

 

 

１．株式等の振替に関する業務規程施行規則（平成 20 年８月 15 日通知） 

新 旧 

 

別表３ 

 

別表３ 

４ 加入者情報Ｗｅｂ端末 

（１）入力 （略） 

（２）出力 

① 機構加入者への出力 

データの種

別 

データ授受

の時間 

規程又は規

則 

備考 

（略） （略） （略） （略） 

振替先口座

照会 

午前８時 30

分から午後

８時まで 

 

（略） － 

被照会状況

の問合せ 

午前８時 30

分から午後

８時まで 

 

（略） － 

（略） （略） （略） （略） 

 

 

 

 

 

 

 

② （略） 

 

４ 加入者情報Ｗｅｂ端末 

（１）入力 （略） 

（２）出力 

① 機構加入者への出力 

データの種

別 

データ授受

の時間 

規程又は規

則 

備考 

（略） （略） （略） （略） 

振替先口座

照会 

午前８時 30

分から午後

５時まで 

ただし、特定

日は、午前８

時 30 分から

午後４時ま

で 

（略） － 

被照会状況

の問合せ 

午前８時 30

分から午後

５時まで 

ただし、特定

日は、午前８

時 30 分から

午後４時ま

で 

（略） － 

（略） （略） （略） （略） 

 

② （略） 

 

 

別表４ 

 

別表４ 

表 （略） 

（注） 

１ （略） 

２ （略） 

３ （略） 

４ 振替未了又は振替不能の別欄において「振

替未了」となっている種類の振替請求におい

ても、減少の記録をすべき機構加入者口座が

表 （略） 

（注） 

１ （略） 

２ （略） 

３ （略） 

４ 振替未了又は振替不能の別欄において「振

替未了」となっている種類の振替請求におい

ても、減少の記録をすべき機構加入者口座が
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信託口の場合又は信託財産表示がされている

分を指定した振替請求の場合であって、当該

機構加入者口座に減少の記録をすべき数の記

録がないとき又は振替実行条件のうち減少の

記録をすべき数の充足に係る条件が満たされ

ていないときは、振替不能として取り扱う。

信託口の場合又は信託財産表示がされている

分を指定した振替請求の場合には、振替不能

として取り扱う。 

 

  

 

２．附則  

この改正規定は、平成 22 年 10 月 18 日から施行する。ただし、別表３に係る改正規定については、

平成 22 年 10 月 12 日から施行する。 

 

以 上 


